
治療と仕事の
両立支援に関する
アンケート調査



4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

6

10

13

41

上記いずれにも該当しない業種

その他のサービス業

サービス業

特殊金融業

金融業

農業

職業紹介事業

民間放送

梱包

エネルギー

卸売業

不動産、物品賃貸業

金融業

建設業

運輸交通業

商業

製造業

1:業種（複数回答可）

N＝８７



18

11

1022

10

4

12

2-1.事業場の労働者数：企業全体パート・アルバイト含む

500人以上 300～500人 200～299人

100～199人 50～99人 30～49人

（25％）

（13％）

（11％）

（21％）

（11％）

（5％）

（14％）

N＝８７



7 8 1

16

23

11

21

2-2.事業場の労働者数：当該事業場パート・アルバイト含む

500人以上 300～500人 200～299人 100～199人

50～99人 30～49人 30人未満

（9％）
（1％）

（18％）

（27％）

（13％）

（24％）
（8％）

N＝８７



18

9

24

1

1

16

17

56

特に決めていない

保健師・看護師

産業医

各部署の責任者

総務チーム長

衛生管理者・衛生推進者

社長・役員

人事労務担当者

３.治療と仕事の両立支援に係る担当者（複数回答可）

N＝８７



25

36

26

4.「事業場における治療と仕事の両立支援の為の

ガイドライン」について

内容を知っている 内容は知らないがあることは知っている 知らない

（29％）（30％）

（41％）

N＝８７



33

54

5.治療と仕事との両立支援に係る相談を受けたことがある

有 無

（62％）

（38％）

N＝８７



12

47

28

1.両立支援を取り組むための事業場内のルールを作成し、

労働者に周知している

実施 検討中 未実施 (現在のところ検討の予定なし)

（32％）

（14％）

（54％）

N＝８７



5

40

42

2-1.両立支援を円滑に実施するために研修等に

より意識啓発を行っている

実施 検討中 未実施 (現在のところ検討の予定なし)

（46％）
（48％）

（6％）

N＝８７



5

40
42

2-2.労働者へ両立支援に係る制度等、

研修を行っている

実施 検討中 未実施 (現在のところ検討の予定なし)

研修内容の詳細：両立支援に係る制度、相談窓口の周知、管理職へ労働者からの申出、
相談を受けた際の対処方法や支援制度・体制について

（6％）

（46％）
（48％）

N＝８７



17

41

29

3.両立支援に係る相談窓口へ労働者から相談・申し出があった

場合、当該情報の取り扱い方法を明確にしている。

実施 検討中 未実施 (現在のところ検討の予定なし)

（47％）

（20％）

（33％）

N＝８７



3

2

57

17

25

39

31

44

33

未回答

未実施

⑦休暇制度

⑥試し出勤制度

⑤在宅勤務（テレワーク）

④短時間勤務制度

③時差出勤制度

②傷病休暇、病気休暇 注２）

①時間単位の年次有給休暇 注１）

4-1.両立支援に関する制度・体制等の整備として

現在実施している項目（複数回答可）

注１）労使協定、上限１年で５日分まで
注２）事業者が自主的に設ける法定外休暇

その他（自由記載）
・不妊治療や抗がん剤治療等の治療は特別休暇制度の利用可能
・対象者の状況により対応を決定
・治療と仕事の両立支援については、未整備である

N＝８７



2

1

13

10

9

27

25

25

19

17

30

すでに全て実施している項目

未定

なし（検討なし）

未回答

⑦休暇制度

⑥試し出勤制度

⑤在宅勤務（テレワーク）

④短時間勤務制度

③時差出勤制度

②傷病休暇、病気休暇 注２）

①時間単位の年次有給休暇 注１）

4-2.両立支援に関する制度・体制等の整備として

今後導入を検討している項目（複数回答可）

N＝８７



25

35

27

5.両立支援の申し出に対して円滑に対応できるよう、関係者*の

役割と対応手順を整理しながら連携し対応する

実施 検討中 未実施 (現在のところ検討の予定なし)

*労働者本人、人事労務担当者、上司・同僚
産業医・保健師等の産業保健スタッフ等

（29％）

（40％）

（31％）

N＝８７



23

27

37

6.医師に提供する様式注1)と医師の意見を求める様式注2)を

定めている

実施 検討中 未実施 (現在のところ検討の予定なし)

注1) 労働者の就業等の情報
注2) 就業継続の可否、必要な就業上の措置および治療に関する配慮

（26％）

（31％）

（43％）

N＝８７



14

34

39

7.労使や産業保健スタッフが連携して取り組むよう、両立支援制度・体制の

整備等の環境整備について衛生委員会等で調査審議している（労使の協力）

実施 検討中 未実施 (現在のところ検討の予定なし)

（45％）

（16％）

（39％）

N＝８７



2

6

19

29

20

19

10

38

25

29

28

20

43

58

未回答

⑬特になし

⑫ 社外で相談・連携できる組織の活用

⑪ 社内の相談体制の確保

⑩ 治療と仕事の両立の重要性に対する意識啓発

⑨ 病気や治療に関する情報の入手

⑧ 個人情報の取り扱い

⑦ 休職を繰り返す労働者への対応

⑥ 病状の悪化や再発防止の対策

⑤ 柔軟な勤務形態の整備

④ 就業制限の必要性や期間の判断

③ 主治医との連携

②上司や同僚の負担

①代替要員の確保

8.両立支援を取り組む上で、困難や課題に関していること

（複数回答可）

その他（自由記載）
・未整備のため、今後の課題とします

補足
⑤柔軟な勤務形態（休暇制度、勤務時間精度等）
⑩意識啓発（研修の実施等）
⑪体制の確保（担当者の増員、マニュアルの整備）

N＝８７


